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所瑠

皿
不
動
三
尊
立
像

　
浄
瑠
璃
寺
所
蔵
の
不
動
一
二
尊
立
像
は
既
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
像

で
あ
り
、
ま
た
寺
伝
に
仏
師
康
円
作
と
い
わ
れ
て
一
部
の
人
に
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
の
寺
伝
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
検
討
さ
れ
る
殴

会
も
少
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、
こ
ｘ
に
概
略
を
紹
介
し
て
若
干
検
討
を
加
え
て

お
き
た
い
。

不勁明王立像部分　浄瑠璃寺第１図

美
術
工
芸
研
究
室

　
本
像
は
現
在
同
寺
阿
弥
随
堂
（
本
堂
）
の
一
隅
に
仮
安
置
さ
れ
て
い
る
が
、
元

来
は
後
述
の
よ
う
に
応
長
元
年
（
１
３
１
１
）
に
建
て
ら
れ
た
護
摩
堂
の
本
尊
で
あ
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
護
摩
堂
は
い
ま
の
山
門
を
入
っ
た
右
側
、
即
ち
現
本
坊
法

雲
院
の
東
側
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
現
在
は
陵
か
に
礎
石
が
点
在
す
る
だ

け
で
勿
論
堂
舎
は
な
い
。
そ
の
退
転
の
時
期
は
い
ま
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
現
存
す
る
浄
瑠
璃
寺
木
札
類
に
明
和
三
年
（
芯
呂
）
及
び
安
永
五
年
（

１
７
７
６
）
、
天
明
四
年
（
１
７
８
４
）
、
天
明
七
年
（
同
９
）
、
寛
政
四
年
（
同
Ｓ
）
の
不
動

尊
供
の
護
岸
札
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
推
察
す
れ
ば
、
堂
は
ほ
ど
江
戸
後
期
ま
で

存
続
し
、
の
ち
退
転
と
と
も
に
（
寺
匝
に
よ
る
と
退
転
は
明
治
以
降
と
い
う
）
木
像
は

阿
弥
随
堂
に
移
安
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
三
尊
は
中
央
に
不
動
、
左
右
に
杓
痢
羅
、
制
吐
迦
の
二
童
子
を
配
し
、
中
尊
の

背
後
に
は
い
わ
ゆ
る
伽
倭
羅
炎
光
背
を
っ
け
、
三
尊
と
も
に
岩
座
に
立
つ
。
こ
の

三
尊
の
構
成
は
立
像
の
不
動
尊
と
し
て
は
通
有
な
も
の
で
あ
る
が
、
本
像
の
場
合

光
背
先
端
と
枢
座
両
端
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
二
等
辺
三
角
形
内
に
そ
れ
ぞ
れ

納
ま
り
、
し
か
も
そ
れ
に
応
ず
る
よ
う
に
中
尊
と
二
童
子
の
像
高
比
も
ほ
ー
一
対

二
対
一
の
最
も
安
定
し
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
中
尊
は
両
脚
を
揃
え
屹
立

し
て
い
る
が
、
そ
の
姿
勢
は
あ
く
ま
で
直
線
的
で
、
背
後
の
伽
楼
羅
炎
の
助
き
と

と
も
に
む
し
ろ
上
昇
的
な
助
勢
を
と
る
。
こ
れ
に
対
し
て
二
童
子
は
中
央
前
方
に

14



不動明王立像部分　世田谷観音寺第２図

や
乙
上
肱
を
傾
け
、
各
々
左
脚
を
遊
脚
に
し
て
裳
裾
を
左
に
㈲
か
せ
て
い
る
が
、

逆
に
こ
れ
ら
は
力
を
抑
え
、
助
勢
は
い
わ
ば
下
降
的
も
し
く
は
抑
止
的
な
印
象
が

強
い
。
い
ず
れ
も
充
満
し
た
童
子
形
に
つ
く
り
、
忿
怒
の
中
尊
、
慈
悲
の
衿
掲

羅
、
意
志
（
知
慧
）
の
制
旺
迦
と
各
々
そ
の
表
情
を
巧
み
に
把
え
て
表
現
し
て
い

る
の
は
特
徴
的
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
経
軌
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
作
者
の

作
技
の
凡
庸
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
構
成
の
妙
と
と
も
に
か

な
り
評
価
さ
れ
る
べ
き
作
域
と
い
え
よ
う
。

　
像
は
い
ず
れ
も
桧
材
寄
木
造
り
、
眼
に
は
玉
眼
を
嵌
入
、
ま
た
胸
に
は
各
々
金

銅
製
胸
飾
り
（
垂
玉
は
水
品
製
）
を
着
け
る
。
彩
色
は
肉
身
に
お
い
て
は
中
尊
は
群

青
、
衿
飛
羅
は
白
肉
色
、
制
旺
迦
は
紅
蓮
色
を
施
し
、
ま
た
各
尊
の
上
帛
や
裳
に

　
　
　
　
　
浄
瑠
璃
寺
所
蔵
不
動
三
尊
立
像

は
雲
文
、
輪
宝
花
団
文
、
雲
龍
文
（
中
尊
）
、
三
宝
珠
瑞
雲
文
、
牡
丹
唐
草
文
（
衿

荊
羅
）
、
雲
立
涌
文
、
花
唐
草
文
（
制
任
迦
）
等
を
盛
上
極
彩
色
に
て
施
し
て
い
る
。

ほ
か
に
中
尊
の
裳
や
衿
則
羅
童
子
の
上
帛
に
は
部
分
的
に
麻
葉
槃
ぎ
の
截
金
文
、

ま
た
毛
髪
、
界
線
な
ど
に
も
同
じ
く
截
金
を
お
い
て
い
る
。
構
造
は
鎌
倉
中
期
以

降
の
通
有
の
寄
木
法
で
、
基
本
的
に
は
頭
・
他
部
そ
れ
ぞ
れ
耳
前
に
て
前
後
に
矧

ぎ
、
そ
れ
に
両
腕
、
両
脚
、
裳
の
一
部
な
ど
を
矧
ぎ
つ
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
木
像

の
作
風
の
特
徴
と
し
て
、
三
尊
と
も
柔
ら
か
い
児
童
の
肉
体
を
連
想
さ
せ
る
よ
う

な
特
異
な
肉
体
表
現
を
行
つ
て
い
る
こ
と
や
多
少
形
式
化
し
た
裳
榴
の
表
現
、
さ

ら
に
特
色
あ
る
盛
上
彩
色
を
施
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
点
木

像
が
少
く
と
も
鎌
介
後
期
の
作
‥
風
を
示
し
、
ま
た
充
満
な
肉
体
表
現
で
特
徴
的
な

仏
師
康
円
に
比
定
し
て
考
え
ら
れ
る
の
も
き
わ
め
て
当
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、
果

し
て
寺
伝
の
ご
と
く
康
円
の
作
‥
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
康
円
の
確
か
な
作
例
と
し
て
旧
内
山
永
久
寺
不
動
八
大
童
子
像
（
現

世
田
谷
観
音
寺
所
蔵
）
を
あ
げ
て
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
中
尊
の
形
姿
、
構

成
、
彩
色
、
作
風
等
に
お
い
て
、
両
像
は
極
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
こ
の
こ
と
は
形
姿
こ
そ
異
る
が
、
八
大
童
子
に
っ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、

い
ま
そ
れ
を
詳
述
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
両
像
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の
作
家
に
よ
っ

て
、
し
か
も
余
り
距
ら
な
い
時
期
の
作
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
旧
内
山
永
久
寺

所
蔵
不
動
八
大
童
子
像
は
そ
の
清
浄
比
丘
像
の
像
内
納
入
文
書
や
内
山
寺
置
文
に

よ
っ
て
、
こ
れ
が
文
永
九
年
（
応
心
）
十
一
月
廿
一
日
に
金
剛
仏
子
乗
恵
等
が
勧

進
し
て
、
大
仏
師
法
眼
和
尚
位
康
円
が
造
立
し
、
絵
師
法
橋
上
人
位
重
命
が
彩
色

し
た
像
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
内
山
永
久
寺
は
い
う
ま
で
も
な
く
永
久

元
年
｛
｝
）
応
）
に
大
乗
院
尋
範
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
法
相
・
真
言
兼
帯
の
大
乗
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院
末
寺
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
慶
派
仏
師
が
そ
の
造
像
に
当
っ
て
い
る

こ
と
が
少
く
な
く
、
殊
に
康
円
は
常
存
院
二
天
像
（
弘
長
四
年
）
や
真
言
堂
四
天
王
答

　
　
（
註
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
５
）

民
像
（
文
永
四
年
）
、
ま
た
丈
六
堂
十
一
面
観
音
像
（
文
永
六
年
）
の
造
像
に
従
っ
て
い
る

の
が
確
か
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
康
円
の
確
か
な
作
‥
例
で
あ
る
旧
内
山
永
久
寺

不
動
八
大
童
子
像
と
本
像
と
が
極
め
て
近
似
し
た
作
風
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
本

像
の
作
者
を
ほ
ど
康
円
に
比
定
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
本
像
の
浄
瑠
璃
寺
に
お
け
る
沿
革
が
問
題
と
な
る
が
、
果
し
て
観
応
元
年

（
品
召
）
に
編
述
さ
れ
た
『
浄
瑠
璃
寺
流
記
事
』
に
は
左
記
の
よ
う
な
記
載
が
あ

っ
て
注
意
を
ひ
く
。
す
な
わ
ち
、

一
、
護
摩
造
営
井
護
摩
始
行
事

　
　
　
　
　
｀
ｉ
・
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
１
信
竹
原
殴
即
事
也

　
延
慶
三
年
剣
八
月
二
日
為
　
院
家
之
御
沙
汰
被
寄
置
官
符
宣
　
阿
閣
梨
一
口
、

　
即
院
家
之
御
教
書
云
、
当
山
者
為
本
願
上
人
建
立
之
、
後
寺
社
規
模
之
霊
験
地

矣
、
院
家
無
雙
之
祈
願
所
也
、
而
営
作
‥
数
宇
之
蘭
若
、
未
構
護
摩
壇
之
梵
閣
、
雖

有
顕
密
之
禅
徒
、
猶
無
阿
閣
梨
之
職
位
、
依
之
且
為
被
添
山
門
之
眉
目
、
且
為
相

続
仏
法
之
恵
命
被
逆
立
一
宇
之
道
場
、
所
寄
置
有
職
之
階
位
也
、
則
彼
　
官
符

宣
辺
之
、
早
惣
修
護
摩
行
業
可
奉
祈
　
院
家
万
歳
之
御
願
云
ミ
依
被
仰
下
、
応
長

元
年
匹
春
之
比
奉
造
立
一
宇
護
摩
堂
了
、
同
年
七
月
八
日
為
　
院
家
御
沙
汰
、

御
本
石
穏
匹
同
二
童
子
回
心
円
下
預
之
ヽ
奉
安
置
于
彼
御
ム
骸
ヽ

と
あ
っ
て
、
延
慶
三
年
（
ご
芯
）
八
月
に
一
乗
院
良
信
の
沙
汰
に
よ
っ
て
阿
閣
梨

一
口
が
木
寺
に
置
か
れ
、
応
長
元
年
（
１
３
１
１
）
春
に
護
摩
堂
が
建
立
さ
れ
、
同
年

七
月
八
日
に
康
円
作
の
不
動
尊
及
び
二
童
子
が
院
家
か
ら
下
預
せ
ら
れ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
康
円
の
生
存
年
代
か
ら
み
て
、
こ
の
康
円
作
の
記

事
を
疑
う
む
き
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
流
記
事
の
記
載
は
注
意
し
て
読
め
ば

判
る
通
り
、
応
長
元
年
に
院
家
の
沙
汰
に
よ
っ
て
不
動
三
尊
が
下
預
さ
れ
護
摩
堂

に
安
置
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
年
に
像
が
新
造
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
十
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
康
円
が
こ
の
年
に
造
立
し
た
の

で
は
な
く
、
既
に
康
円
生
存
中
（
恐
ら
く
文
永
年
中
頃
）
に
い
ず
れ
か
に
お
い
て
造

立
し
た
も
の
を
院
家
に
よ
っ
て
同
寺
に
下
預
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
康
円
が
生

存
し
て
い
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
い
ま
こ
の
流
記
事
を

確
か
め
る
記
録
は
現
存
し
な
い
。
ま
た
本
像
の
原
所
在
寺
院
に
っ
い
て
も
い
ま
明

確
に
で
き
る
史
料
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
像
に
っ
い
て
の
康
円
造
立
の
直
接

的
史
料
は
な
お
不
足
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
上
記
の
流
記

事
の
記
事
に
よ
っ
て
少
く
と
も
流
記
事
の
編
述
さ
れ
た
観
応
元
年
（
応
召
）
頃
に

は
、
本
像
が
康
円
作
‥
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
注
意
さ
れ
て

よ
い
。
そ
し
て
、
一
方
で
先
述
の
よ
う
に
本
像
が
確
か
な
康
円
の
作
例
で
あ
る
旧
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内
山
永
久
寺
不
動
八
大
童
子
像
に
極
め
て
近
似
し
た
作
風
を
も
っ
て
い
る
こ
と

は
、
な
お
そ
の
直
接
史
料
の
欠
を
哺
っ
て
、
流
記
事
の
康
円
作
の
記
載
を
ほ
ど
信

じ
て
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
康
円
の
事
蹟
や
作
例
の
詳
細
ぼ
別
の
殴
会
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
建
長
八

年
（
に
脇
）
に
肢
慶
に
次
い
で
造
っ
た
東
大
寺
講
堂
本
尊
に
始
ま
り
、
文
永
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
７
）

　
（
応
Ｊ
）
の
興
福
寺
経
玄
発
願
の
騎
獅
文
殊
五
尊
像
に
至
る
作
例
の
大
半
が
ほ
と

ん
ど
南
都
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
多
く
が
内
山
永
久
寺
な
ど
興
福

寺
も
し
く
は
同
寺
両
院
家
関
係
寺
院
の
も
の
で
あ
る
の
は
、
自
ず
と
康
円
の
南
都

に
お
け
る
遺
像
の
性
格
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
像

が
か
つ
て
二
果
院
家
の
沙
汰
に
な
る
、
し
か
も
康
円
の
作
例
と
み
る
こ
と
も
十
分

に
可
能
性
の
あ
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
南
部
造
像
史
上
、
康
円
の
作
例
と
し
て
注

意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
像
で
あ
る
。

浄
瑠
璃
寺
所
蔵
不
動
三
尊
立
像

第４図　於翔羅童子像　匪田谷観音寺

註

（
１
）
　
法
量
（
像
高
）
　
中
尊
三
尺
二
寸
七
分
　
恰
褐
羅
童
子
一
尺
七
寸
　
制
任
迦
童
子

　
　
　
一
尺
七
寸
二
分

（
２
）
　
法
址
（
像
高
）
　
中
尊
三
尺
六
寸
　
衿
掲
躍
童
子
一
尺
七
寸
七
分
　
制
咤
迦
童
子

　
　
　
九
寸
七
分
（
以
下
略
）

（
３
）
　
『
内
山
永
久
寺
置
文
』
常
存
院
の
項
（
『
佼
刊
美
術
史
料
』
第
１
２
５
輯
）

（
４
）
　
同
像
各
岩
座
裏
而
墨
書
、
西
川
杏
太
郎
「
康
円
作
四
人
王
府
民
像
に
つ
い
て
」

　
　
　
（
『
Ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
m
J
第
１
３
７
号
』

（
５
）
　
『
内
山
之
記
』
第
４
丁
（
『
佼
刊
美
術
史
料
』
第
１
２
６
折
）

（
６
）
　
『
東
大
寺
続
要
録
』
造
佛
篇

（
７
）
　
同
像
獅
子
墨
書
及
び
納
入
文
書
、
臣
下
隆
卓
「
稚
児
文
殊
出
現
図
（
解
説
）
」
（
『
美

　
　
　
術
研
究
』
泣
心
Ｓ
廿
）
、
西
川
杏
太
郎
「
佛
師
康
円
と
騎
獅
文
殊
五
尊
像
」
（
『
か
ｙ

　
　
　
み
』
第
３
呼
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
　
谷
　
川
　
　
誠
）

　
　
　
（
1
3
頁
よ
り
）

　
　
　
　
　
註

（
―
）
　
『
富
貴
寺
壁
画
』
　
美
術
研
究
所
　
昭
1
3

（
２
）
　
秋
山
光
和
「
醍
醐
寺
五
重
塔
壁
画
の
様
式
技
法
に
就
い
て
」
美
術
研
究
１
９
６
号

（
３
）
　
山
崎
一
雄
「
醍
醐
寺
五
重
塔
壁
画
の
調
査
概
要
・
附
伎
一
、
同
壁
画
に
用
い
ら
れ

　
　
　
た
顔
料
」
　
美
術
研
究
１
９
６
号

（
４
）
　
豊
岡
益
人
「
富
貴
寺
壁
画
断
片
解
説
」
芙
術
研
究
9
5
号
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